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掲載日 2026 年 2月 26 日 

■振替貯金口座規定（下線の部分は改定箇所） 

現 行 改定後 

15 小切手の用紙 

(1)～(2) （略） 

(3) 小切手の用紙は、小切手払を利用する加入者の請求により、必要と認め

られる枚数を交付します。 

(4) 小切手の用紙の交付の請求をしようとするときは、加入者が、小切手払

店又は加入者払出店に用紙の数量及び当該数量を必要とする理由を申し出

てください。 

(5) 小切手の用紙の交付については、当行所定の料金を一般口座の預り金か

ら控除することによりいただきます。 

15 小切手の用紙 

(1)～(2) （同左） 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2025年６月２日から実施します。 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、2026年９月１日から実施します。 

 

以 上 


